
資料１

「群馬県河川整備計画審査会」の名称変更について

１．内容
「群馬県河川整備計画審査会」に関する要領・規定を変更し、名称を「群馬県

河川整備計画懇談会」とする。

２．今回の経緯
（１）「附属機関」と「附属機関に類するもの」

群馬県には、県政に県民の意見を反映させる機関として、「附属機関」と「附属

機関に類するもの」がある。

●「附属機関」

行政執行等に必要となる調停、審査、諮問または調査を行うため、法律または条例に

基づき設置されるもの
例：群馬県建築審査会（建築基準法）、群馬県景観審議会（群馬県景観条例）

●「附属機関に類するもの」

法律または条例によらず、規則、要綱、要領等に基づき設置されるもの
例：群馬県河川整備計画審査会※（群馬県河川整備計画審査会設置要領）

※同審査会は、河川法第１６条の二第３項の趣旨に基づき設置されたものであるが、同項では、

「学識経験者への意見聴取」については定められているが、そのための「会議」を設置する

ことについての定めはない。

よって、同審査会は「附属機関に類するもの」に分類される。

【参考】河川法１６条の二第３項

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるとき

は、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

（２）「附属機関の設置及び運営方針」の改正

これまで本県には、「附属機関」の設置運営に関する規定（附属機関の設置及び運営方

針）はあったものの、「附属機関に類するもの」に関する規定はなく、その取り扱いが

明確でなかった。

このため、県では令和３年１０月に「附属機関の設置及び運営方針」を改正し、

この中で「附属機関に類するもの」に関する規定を定めた。

（３）「附属機関に類するもの」に関する主な規定

①「附属機関に類するもの」を「懇談会等」として定義

②名称、設置目的及び活動内容等に「調停」、「審査」、「諮問」、「審議」、「調査」

等、「附属機関」と誤って受け取られるような表現を用いないこと

③聴取した意見には、「報告書」、「答申書」、「建議書」、「意見書」等、合議体としての

結論と受け取られるような呼称を付さないこと

④議事手続（議決方法及び定足数）は定めないこと














